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障
害

児
支

援
の

推
進

に
つ
い
て

（
１
）
障

害
福

祉
計

画
の

策
定

に
つ
い
て

○
障

害
児

福
祉

計
画

に
お
け
る
基

本
指

針
に
お
い
て
は

、

①
障

害
児

支
援

の
提

供
体

制
の

確
保

に
関

す
る
基

本
的

事
項

■
保

育
、
教

育
、
就

労
支

援
等

の
関

係
機

関
と
連

携
し
た
支

援
■

地
域

社
会

へ
の

参
加

・
包

容
（
イ
ン
ク
ル

ー
ジ
ョ
ン
）
の

推
進

②
障

害
福

祉
計

画
の

作
成

に
関

す
る
事

項
■

障
害

児
の

子
ど
も
・
子

育
て
支

援
等

の
利

用
ニ
ー
ズ
の

把
握

及
び
そ
の

提
供

体
制

の
整

備
都

道
府

県
及

び
市

町
村

は
、
障

害
児

の
子

ど
も
・
子

育
て
支

援
等

の
利

用
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
、
障

害
児

通
所

支
援

等
を
利

用
す
る
障

害
児

の
保

護
者

に
調

査
を
行

う
等

に
よ
り
把

握
し
、
都

道
府

県
及

び
市

町
村

に
お
い
て
利

用
ニ
ー
ズ
を
満

た
せ

る
定

量
的

な
目

標
を
示

し
た
上

で
、
子

ど
も
・
子

育
て
支

援
等

の
利

用
を
希

望
す
る
障

害
児

が
希

望
に
沿

っ
た
利

用
が

で
き
る

よ
う
、
保

育
所

や
認

定
こ
ど
も
園

、
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

（
放

課
後

児
童

ク
ラ
ブ
）
等

に
お
け
る
障

害
児

の
受

け
入

れ
体

制
整

備
を
行

う
も
の

と
す
る
。

な
ど
、
子

ど
も
・
子

育
て
支

援
等

と
深

く
関

係
す
る
事

項
も
盛

り
込

ん
で
い
る
。

○
「
障

害
児

福
祉

計
画

に
係

る
障

害
児

の
子

ど
も
・
子

育
て
支

援
等

の
利

用
ニ
ー
ズ
の

把
握

及
び
そ
の

提
供

体
制

の
整

備
に
つ

い
て
（
平

成
2

9
年

３
月

3
1
日

関
係

府
省

所
管

課
長

連
名

通
知

）
」
に
お
い
て
も
す
で
に
お
示

し
し
て
い
る
が
、
各

児
童

福
祉

主
管

課

に
お
い
て
は

、
障

害
児

の
保

育
所

や
認

定
こ
ど
も
園

、
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

（
放

課
後

児
童

ク
ラ
ブ
）
等

の
利

用
ニ
ー
ズ

の
把

握
を
し
た
上

で
、
そ
の

提
供

体
制

の
整

備
に
努

め
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
障

害
保

健
福

祉
主

管
課

と
密

に
連

携
し
な
が

ら
、

障
害

児
支

援
の

体
制

づ
く
り
に
積

極
的

に
取

り
組

ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
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○
ま
た
、
上

記
「
障

害
児

福
祉

計
画

に
係

る
障

害
児

の
子

ど
も
・
子

育
て
支

援
等

の
利

用
ニ
ー
ズ
の

把
握

及
び
そ
の

提
供

体
制

の
整

備
に
つ
い
て
」
と
と
も
に
、
「
障

害
児

支
援

に
お
け
る
子

ど
も
・
子

育
て
支

援
新

制
度

と
障

害
福

祉
施

策
の

連
携

に
つ
い
て
（
平

成
2

9
年

３
月

3
1
日

関
係

府
省

所
管

課
長

連
名

通
知

）
」
に
お
い
て
、
子

ど
も
・
子

育
て
支

援
新

制
度

、
障

害
福

祉
制

度
に
お
い
て

実
施

さ
れ

て
い
る
障

害
児

支
援

に
資

す
る
施

策
を
一

覧
化

し
た
参

考
資

料
を
お
示

し
し
て
お
り
、
障

害
保

健
福

祉
担

当
部

（
局

）
と

連
携

し
、
障

害
児

支
援

の
体

制
づ
く
り
を
行

う
際

に
ご
参

照
さ
れ

た
い
。

（
２
）
改

正
障

害
者

総
合

支
援

法
等

の
施

行
に
伴

う
新

サ
ー
ビ
ス
等

の
実

施
に
つ
い
て

○
平

成
2

8
年

６
月

３
日

に
公

布
さ
れ

た
「
障

害
者

の
日

常
生

活
及

び
社

会
生

活
を
総

合
的

に
支

援
す
る
た
め
の

法
律

及
び
児

童

福
祉

法
の

一
部

を
改

正
す
る
法

律
」
が

平
成

3
0
年

４
月

１
日

か
ら
施

行
さ
れ

、
保

育
所

等
訪

問
支

援
の

対
象

拡
大

な
ど
が

図
ら
れ

る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
。
保

育
所

等
訪

問
支

援
の

利
用

対
象

等
、
具

体
的

な
取

扱
い
に
つ
い
て
は

、
別

途
事

務
連

絡
で
お
示

し
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が

、
貴

管
内

市
区

町
村

、
関

係
機

関
等

に
周

知
徹

底
を
図

る
と
と
も
に
、
円

滑
な
実

施
に
ご
協

力
を
お
願

い
す

る
。
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○
保

育
所

等
訪

問
支

援
の

対
象

拡
大

に
つ
い
て

「
障

害
者

の
日

常
生

活
及

び
社

会
生

活
を
総

合
的

に
支

援
す
る
た
め
の

法
律

及
び
児

童
福

祉
法

の
一

部
を
改

正
す
る
法

律
の

施
行

に
お
け
る
新

サ
ー
ビ
ス
等

の
取

扱
い
に
つ
い
て
（
平

成
3

0
年

３
月

６
日

障
害

福
祉

課
障

害
児

・
発

達
障

害
者

支
援

室
事

務
連

絡
）
」

■
児

童
福

祉
法

第
六

条
の

二
の

二
⑥

こ
の

法
律

で
、
保

育
所

等
訪

問
支

援
と
は

、
保

育
所

そ
の

他
の

児
童

が
集

団
生

活
を
営

む
施

設
と
し
て
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
も
の

に
通

う
障

害
児

又
は

乳
児

院
そ
の

他
の

児
童

が
集

団
生

活
を
営

む
施

設
と
し
て
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
も
の

に
入

所
す
る
障

害
児

に
つ
き
、
当

該
施

設
を
訪

問
し
、
当

該
施

設
に
お
け
る
障

害
児

以
外

の
児

童
と
の

集
団

生
活

へ
の

適
応

の
た
め

の
専

門
的

な
支

援
そ
の

他
の

便
宜

を
供

与
す
る
こ
と
を
い
う
。

■
児

童
福

祉
法

施
行

規
則

第
一

条
の

二
の

五
（
案

）
法

第
六

条
の

二
の

二
第

六
項

に
規

定
す
る
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
施

設
は

、
乳

児
院

、
保

育
所

、
児

童
養

護
施

設
、
学

校
教

育
法

（
昭

和
二

十
二

年
法

律
第

二
十

六
号

）
に
規

定
す
る
幼

稚
園

（
以

下
「
幼

稚
園

」
と
い
う
。
）
、
小

学
校

（
義

務
教

育
学

校
の

前
期

課
程

を
含

む
。
）
及

び
特

別
支

援
学

校
、
就

学
前

の
子

ど
も
に
関

す
る
教

育
、
保

育
等

の
総

合
的

な
提

供
の

推
進

に
関

す
る

法
律

（
平

成
十

八
年

法
律

第
七

十
七

号
。
以

下
「
認

定
こ
ど
も
園

法
」
と
い
う
。
）
第

二
条

第
六

項
に
規

定
す
る
認

定
こ
ど
も
園

（
以

下
「
認

定
こ
ど
も
園
」
と
い
う
。
）
（
保

育
所

又
は

幼
稚

園
で
あ
る
も
の

を
除

く
。
第

二
十

四
条

及
び
第

三
十

六
条

の
三

十
五

を
除

き
、

以
下

同
じ
。
）
そ
の

他
児

童
が

集
団

生
活

を
営

む
施

設
と
し
て
市

町
村

が
認

め
る
施

設
と
す
る
。
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■
利

用
方

法
等

に
つ
い
て

ア
．
乳

児
院

又
は

児
童

養
護

施
設

に
入

所
し
て
い
る
障

害
児

に
つ
い
て
は

、
児

童
福

祉
法

第
2

7
条

第
１
項

第
３
号

に
規

定
す
る
措

置
に
よ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
か

ら
、
保

育
所

等
訪

問
支

援
の

提
供

に
つ
い
て
も
、
児

童
福

祉
法

第
2

1
条

の
６
に
規

定
に
基

づ
き
、
や

む
を
得

な
い
事

由
に
よ
る
措

置
と
し
て
市

町
村

が
支

援
の

提
供

を
委

託
す
る
こ
と
。

イ
．
市

町
村

は
、
障

害
児

の
保

護
者

又
は

乳
児

院
若

し
く
は

児
童

養
護

施
設

の
施

設
長

か
ら
利
用

相
談

が
あ
っ
た
場

合
に
は

、
児

童
相

談
所

と
密

に
連

携
し
て
支

援
の

必
要

性
等

に
つ
い
て
検

討
し
た
上

で
委

託
す
る
こ
と
。

ウ
．
都

道
府

県
、
指

定
都

市
及

び
児

童
相

談
所

設
置

市
は

、
乳

児
院

等
に
入

所
し
て
い
る
保

育
所

等
訪

問
支

援
が

必
要

と
な
る

障
害

児
の

把
握

に
努

め
、
市

町
村

と
十

分
連

携
を
図

り
な
が

ら
、
最

善
の

措
置

を
採

る
こ
と
。

■
提

供
す
る
支

援
内

容

基
本

的
に
は

理
学

療
法

士
、
作

業
療

法
士

又
は

言
語

聴
覚

士
等

の
専

門
的

な
支

援
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
障

害
児

支
援

の
経

験
が

豊
富

な
児

童
発

達
支

援
セ
ン
タ
ー
の

職
員

等
が

、
乳

児
院

等
に
入

所
す
る
障

害
児

に
対

し
、
他

の
児

童
と
の

集
団

生
活

へ
の

適
応

の
た
め
の

専
門

的
な
支

援
を
行

う
だ
け
で
は

な
く
、
乳

児
院

等
の

職
員

に
対

し
、
障

害
児

の
特

性
に
応

じ
た
支

援
内

容
や

関
わ

り
方

の
助

言
等

を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
乳

児
院

等
に
お
け
る
障

害
児

支
援

の
質

の
向

上
を
図

る
こ
と
。

■
そ
の

他

保
育

所
等

訪
問

支
援

の
提

供
に
係

る
費

用
の

取
扱

い
等

に
つ
い
て
は

、
「
や

む
を
得

な
い
事

由
に
よ
る
措

置
（
障

害
児

通
所

支
援

）
を
行

っ
た
場

合
の

単
価

等
の

取
扱

い
に
つ
い
て
」
（
平

成
2

4
年

６
月

2
5
日

付
障

障
発

0
6

2
5
第

１
号

）
及

び
「
里

親
に
委

託
さ
れ

て
い
る
児
童

が
保

育
所

へ
入

所
す
る
場

合
等

の
取

扱
い
に
つ
い
て
」
（
平

成
1

1
年

８
月

3
0
日

付
児

家
第

5
0
号

）
に
基

づ
く
こ
と
。
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（
３
）
医

療
的

ケ
ア
児

の
支

援
に
つ
い
て

○
医

療
的

ケ
ア
児

等
の

総
合

的
な
支

援
体

制
の

構
築

に
つ
い
て

医
療

的
ケ
ア
児

が
そ
れ

ぞ
れ

の
地

域
で
適

切
な
支

援
を
受

け
ら
れ

る
よ
う
、
児

童
福

祉
法

に
お
い
て
「
地

方
公

共
団

体
は

、
人

工
呼

吸
器

を
装

着
し
て
い
る
障

害
児

そ
の

他
の

日
常

生
活

を
営

む
た
め
に
医

療
を
要

す
る
状

態
に
あ
る
障

害
児

が
、
そ
の

心
身

の
状

況
に
応

じ
た
適

切
な
保

健
、
医

療
、
福

祉
、
そ
の

他
の

各
関

連
分

野
の

支
援

を
受

け
ら
れ

る
よ
う
、
保

健
、
医

療
、
福

祉
そ
の

他
の

各
関

連
分

野
の

支
援

を
行

う
機

関
と
の

連
携

調
整

を
行

う
た
め
の

体
制

の
整

備
に
関

し
、
必

要
な
措

置
を
講

ず
る
よ
う
に
努

め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
規

定
さ
れ

て
い
る
。

医
療

的
ケ
ア
児

の
支

援
に
関

す
る
関

係
機

関
の

連
携

体
制

の
構

築
に
つ
い
て
は

、
「
医

療
的

ケ
ア
児

の
支

援
に
関

す
る
保

健
、

医
療

、
福

祉
、
教

育
等

の
連

携
の

一
層

の
推

進
に
つ
い
て
（
平

成
2

8
年

６
月

３
日

関
係

府
省

部
局

長
連

名
通

知
）
」
に
よ
り
お
示

し
す
る
と
と
も
に
、
障

害
児

福
祉

計
画

に
お
い
て
、
成

果
目

標
と
し
て
、
平

成
3

0
年

度
末

ま
で
に
、
各

都
道

府
県

、
各

圏
域

及
び
各

市

町
村

に
お
い
て
、
保

健
、
医

療
、
障

害
福

祉
、
保

育
、
教

育
等

の
関

係
機

関
が

連
携

を
図

る
た
め
の

協
議

の
場

を
設

け
る
こ
と
を

基
本

と
す
る
（
市

町
村

単
独

で
の

設
置

が
困

難
な
場

合
に
は

、
都

道
府

県
が

関
与

し
た
上

で
の

、
圏

域
で
の

設
置

で
あ
っ
て
も
差

し
支

え
な
い
）
こ
と
を
盛

り
込

ん
で
い
る
。

児
童

福
祉

主
管

課
に
お
い
て
は

、
保

育
等

の
児

童
福

祉
分

野
に
お
い
て
も
積

極
的

に
参

画
し
、
医

療
的

ケ
ア
児

の
支

援
の

充
実

に
努

め
て
い
た
だ
き
た
い
。

○
医

療
的

ケ
ア
児

支
援

促
進

モ
デ
ル

事
業

に
つ
い
て

平
成

3
0
年

度
予

算
案

に
お
い
て
、
引

き
続

き
、
「
医

療
的

ケ
ア
児

支
援

促
進

モ
デ
ル

事
業

」
を
盛

り
込

ん
で
い
る
。
平

成
3

0
年

度

に
は

、
①

障
害

児
通

所
支

援
事

業
所

に
通

所
す
る
医

療
的

ケ
ア
児

に
つ
い
て
、
保

育
所

や
放

課
後

児
童

ク
ラ
ブ
と
の

併
行

通
園

を
提

案
し
、
受

入
の

た
め
の

調
整

や
事

前
準

備
及

び
受

入
の

際
の

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
行

う
、
②

医
療

的
ケ
ア
児

の
支

援
経

験
が

な
い
事

業
所

等
の

職
員

に
対

し
て
、
喀

痰
吸

引
等

研
修

な
ど
の

医
療

的
ケ
ア
の

知
識

・
技

能
習

得
の

た
め
の

研
修

を
実

施
す
る
、

③
地

域
の

子
ど
も
・
子

育
て
会

議
や

（
自

立
支

援
）
協

議
会

等
に
お
い
て
、
医

療
的

ケ
ア
児

の
日

中
活

動
の

支
援

体
制

に
つ
い
て

検
討

す
る
、
と
い
っ
た
取

組
を
モ
デ
ル

的
に
行

う
こ
と
と
し
て
い
る
。

児
童

福
祉

主
管

課
に
お
い
て
は

、
モ
デ
ル

事
業

の
実

施
の

際
し
て
、
併

行
通

園
の

促
進

に
ご
協

力
を
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
こ

れ
ま
で
の

事
業

実
績

に
つ
い
て
は

厚
生

労
働

省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
公

表
予

定
の

た
め
、
保

育
所

等
に
お
い
て
医

療
的

ケ
ア
児

を
支

援
す
る
際

に
ご
活

用
い
た
だ
き
た
い
。
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項
目

内
容

一
基

本
的

理
念

５
障

害
児

の
健

や
か

な
育

成
の

た
め
の

発
達

支
援

障
害

児
支

援
を
行

う
に
当

た
っ
て
は

、
障

害
児

本
人

の
最

善
の

利
益

を
考

慮
し
な
が

ら
、
障

害
児

の
健

や
か

な
育

成
を
支

援
す
る
こ
と
が

必
要

で
あ
る
。
こ
の

た
め
、
障

害
児

及
び
そ
の

家
族

に
対

し
、
障

害
の

疑
い
が

あ
る
段

階
か

ら
身

近
な
地

域
で
支

援
で
き
る
よ
う
に
、
障

害
児

通
所

支
援

及
び
障

害
児

相
談

支
援

に
つ
い
て
は

市
町

村
を
、
障

害
児

入
所

支
援

に
つ
い
て
は

都
道

府
県

を
実

施
主

体
の

基
本

と
し
、
障

害
種

別
に
か

か
わ

ら
ず
、
質

の
高

い
専

門
的

な
発

達
支

援
を
行

う
障

害
児

通
所

支
援

等
の

充
実

を
図

る
と
と
も
に
、
都

道
府

県
の

適
切

な
支

援
等

を
通

じ
て
引

き
続

き
障
害

児
支

援
の

均
て
ん
化

を
図

る
こ
と
に
よ
り
、
地

域
支

援
体

制
の

構
築

を
図

る
。

ま
た
、
障

害
児

の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
沿

っ
て
、
地

域
の

保
健

、
医

療
、
障

害
福

祉
、
保

育
、
教

育
、
就

労
支

援
等

の
関

係
機

関
が

連
携

を
図

り
、
切

れ
目

の
無

い
一

貫
し
た
支

援
を
提

供
す
る
体

制
の

構
築

を
図

る
。

さ
ら
に
、
障

害
児

が
障

害
児

支
援

を
利

用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地

域
の

保
育

、
教

育
等

の
支

援
を
受

け
ら
れ

る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
障

害
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず
、
全

て
の
児

童
が

共
に
成

長
で
き
る
よ
う
、
地

域
社

会
へ

の
参

加
や

包
容

（
イ
ン
ク
ル

ー
ジ
ョ
ン
）
を
推

進
す
る
。

四
障

害
児

支
援

の
提

供
体

制
の

確
保

に
関

す
る

基
本

的
考

え
方

１
地

域
支

援
体

制
の

構
築

障
害

児
通

所
支

援
及

び
障

害
児

入
所

支
援

並
び
に
障

害
児

相
談

支
援

（
以

下
「
障

害
児

通
所

支
援

等
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
障

害
児

及
び
そ

の
家

族
に
対

す
る
支

援
に
つ
い
て
、
障

害
児

の
障

害
種

別
や

年
齢

別
等

の
ニ
ー
ズ
に
応

じ
て
、
身

近
な
場

所
で
提

供
で
き
る
よ
う
に
、
地

域
に

お
け
る
支

援
体

制
の

整
備

が
必

要
で
あ
る
。

児
童

発
達

支
援

セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は

、
障

害
の

重
度

化
・
重

複
化

や
多

様
化

に
対

応
す
る
専

門
的

機
能

の
強

化
を
図

っ
た
上

で
、
地

域
に

お
け
る
中

核
的

な
支

援
施

設
と
し
て
位

置
づ
け
、
障

害
児

通
所

支
援

等
を
実

施
す
る
事

業
所

と
緊

密
な
連

携
を
図

り
、
重

層
的

な
障

害
児

通
所

支
援

の
体

制
整

備
を
図

る
こ
と
が

必
要

で
あ
る
。

ま
た
、
障

害
児

入
所

施
設

に
つ
い
て
も
同

様
に
、
専

門
的

機
能

の
強

化
を
図

っ
た
上

で
、
地

域
に
お
い
て
、
虐

待
を
受

け
た
障

害
児

等
へ

の
対

応
を
含

め
、
様

々
な
ニ
ー
ズ
に
対

応
す
る
機

関
と
し
て
の

役
割

を
担

う
必

要
が

あ
る
。
特

に
、
短

期
入

所
や

親
子

入
所

等
の

実
施

体
制

の
整

備
に
努

め
る
必

要
が

あ
る
。

こ
れ

ら
の

障
害

児
通

所
支

援
及

び
障

害
児

入
所

支
援

は
、
障

害
児

支
援

の
両

輪
と
し
て
、
相

互
に
連

携
を
取

り
な
が

ら
進

め
る
必

要
が

あ
る

た
め
、
都

道
府

県
は

、
障

害
児

通
所

支
援

の
広

域
的

な
調

整
及

び
障

害
児

入
所

支
援

の
体

制
整

備
の

双
方

の
観

点
か

ら
一

体
的

な
方

針
を

策
定

す
る
こ
と
が

必
要

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
障

害
児
通

所
支

援
や

障
害

児
入

所
支

援
か

ら
障

害
福

祉
サ

ー
ビ
ス
へ

円
滑

に
支

援
の

移
行

が
図

ら
れ

る
よ
う
、
都

道
府

県
と
市

町
村

は
緊

密
な
連

携
を
図

る
必

要
が

あ
る
。

加
え
て
、
障

害
児

通
所

支
援

事
業

所
及

び
障

害
児

入
所

施
設

は
、
障

害
児

に
対

し
、
質

の
高

い
専

門
的

な
発

達
支

援
を
行

う
機

関
で
あ
る
こ

と
か

ら
、
常

に
支

援
の

質
の

向
上

と
支

援
内

容
の

適
正

化
を
図

る
必

要
が

あ
る
。

第
一

障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
障
害
児
通
所
支
援
等
の
提
供
体
制
の
確
保
に
関
す
る
基
本
的
事
項

障
害

福
祉

サ
ー
ビ
ス
等

及
び
障

害
児

通
所

支
援

等
の
円

滑
な
実

施
を
確

保
す
る
た
め
の
基

本
的

な
指

針
（
障

害
児

支
援

部
分

抜
粋

）
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項
目

内
容

四
障

害
児

支
援

の
提

供
体

制
の

確
保

に
関

す
る

基
本

的
考

え
方

２
保

育
、
保

健
医

療
、
教

育
、
就

労
支

援
等

の
関

係
機

関
と
連

携
し
た
支

援
障

害
児

通
所

支
援

の
体

制
整

備
に
当

た
っ
て
は

、
保

育
所

や
認

定
こ
ど
も
園

、
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

（
放

課
後

児
童

ク
ラ
ブ
）
等

の
子

育
て
支

援
施

策
と
の

緊
密

な
連

携
を
図

る
こ
と
が

重
要

で
あ
る
。

ま
た
、
障

害
児

の
早

期
の

発
見

及
び
支

援
並

び
に
健

全
な
育

成
を
進

め
る
た
め
、
母

子
保

健
施

策
や

小
児

慢
性

特
定

疾
病

施
策

と
の

緊
密

な
連

携
を
図

る
と
と
も
に
、
都

道
府

県
及

び
市

町
村

の
障

害
児

支
援

を
担

当
す
る
部

局
に
お
い
て
は

、
そ
れ

ぞ
れ

の
子

育
て
支

援
担

当
部

局
や

保
健

医
療

担
当

部
局

と
の

連
携

体
制

を
確

保
す
る
こ
と
が

必
要

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
障

害
児
支
援

が
適

切
に
行

わ
れ

る
た
め
に
、
就

学
時

及
び
卒
業

時
に
お
い
て
、
支

援
が

円
滑

に
引

き
継

が
れ

る
こ
と
も
含

め
、
学

校
、

障
害

児
通

所
支

援
事

業
所

、
障

害
児

入
所

施
設

、
障

害
児

相
談

支
援

事
業

所
、
就

労
移

行
支

援
等

の
障

害
福

祉
サ

ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
事

業
所

等
が

緊
密

な
連

携
を
図

る
と
と
も
に
、
都

道
府

県
及

び
市

町
村

の
障

害
児

支
援

を
担

当
す
る
部

局
に
お
い
て
は

、
教

育
委

員
会

等
と
の

連
携

体
制

を
確

保
す
る
こ
と
が

必
要

で
あ
る
。

３
地

域
社

会
へ

の
参

加
・
包

容
の

推
進

保
育

所
等

訪
問

支
援

を
活

用
し
、
障

害
児

通
所

支
援

事
業

所
等

が
保

育
所

や
認

定
こ
ど
も
園

、
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

（
放

課
後

児
童

ク
ラ
ブ
）
、
幼
稚

園
、
小

学
校

及
び
特

別
支

援
学

校
等

の
育

ち
の

場
で
の

支
援

に
協

力
で
き
る
よ
う
な
体

制
を
構

築
す
る
こ
と
に
よ
り
、
障

害
児

の
地

域
社

会
へ

の
参

加
・
包

容
（
イ
ン
ク
ル

ー
ジ
ョ
ン
）
の

推
進

を
図

る
必

要
が

あ
る
。

４
特

別
な
支

援
が

必
要

な
障

害
児

に
対

す
る
支

援
体

制
の

整
備

（
一

）
重

症
心

身
障

害
児

に
対

す
る
支

援
体

制
の

充
実

重
症

心
身

障
害

児
が

身
近

な
地

域
に
あ
る
児

童
発

達
支

援
や

放
課

後
等

デ
イ
サ

ー
ビ
ス
等

を
受

け
ら
れ

る
よ
う
に
、
地

域
に
お
け
る

課
題

の
整

理
や

地
域

資
源

の
開

発
等

を
行

い
な
が

ら
、
支

援
体

制
の

充
実

を
図

る
。

（
二

）
医

療
的

ケ
ア
児

に
対

す
る
支

援
体

制
の

充
実

医
療

的
ケ
ア
児

が
身

近
な
地

域
で
必

要
な
支

援
が

受
け
ら
れ

る
よ
う
に
、
障

害
児

支
援

等
の

充
実

を
図

る
。
さ
ら
に
、
心

身
の

状
況

に
応

じ
た
保

健
、
医

療
、
障

害
福

祉
、
保

育
、
教

育
等

の
各

関
連

分
野

の
支

援
が

受
け
ら
れ

る
よ
う
、
保

健
所

、
病

院
・
診

療
所

、
訪

問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
障

害
児

通
所

支
援

事
業

所
、
障

害
児

入
所

施
設

、
障

害
児

相
談

支
援

事
業

所
、
保

育
所

、
学

校
等

の
関

係
者

が
連

携
を
図

る
た
め
の

協
議

の
場

を
設

け
る
こ
と
等

に
よ
り
、
各

関
連

分
野

が
共

通
の

理
解

に
基

づ
き
協

働
す
る
総

合
的

な
支

援
体

制
を
構

築
す
る
こ
と
が

重
要

で
あ
る
。
な
お
、
こ
の

場
に
お
い
て
は

、
医

療
的

ケ
ア
児

の
支

援
が

学
齢

期
か

ら
成

人
期

に
円

滑
に
引

き
継

が
れ

る
よ
う
、
協

議
し
て
い
く
こ
と
が

必
要

で
あ
る
。

加
え
て
、
医

療
的

ケ
ア
児

に
対

す
る
総

合
的

な
支

援
体

制
の

構
築

に
向

け
て
、
市

町
村

に
お
い
て
は

、
関

連
分

野
の

支
援

を
調

整
す

る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
養

成
さ
れ

た
相

談
支

援
専

門
員

等
の

配
置

を
促

進
す
る
こ
と
が

必
要

で
あ
る
。
こ
の

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は

、
医

療
的

ケ
ア
児

が
必

要
と
す
る
多

分
野

に
ま
た
が

る
支

援
の

利
用

を
調

整
し
、
総

合
的

か
つ
包

括
的

な
支

援
の

提
供

に
つ
な
げ
る
と
と

も
に
、
協

議
の

場
に
参

画
し
、
地

域
に
お
け
る
課

題
の

整
理

や
地

域
資

源
の

開
発

等
を
行

い
な
が

ら
、
医

療
的

ケ
ア
児

に
対

す
る
支

援
の

た
め
の

地
域

づ
く
り
を
推

進
す
る
と
い
っ
た
役

割
を
担

っ
て
い
る
。
な
お
、
市

町
村

単
独

で
の

配
置

が
困

難
な
場

合
に
は

、
圏

域
で
の

配
置

で
あ
っ
て
も
差
し
支

え
な
い
。
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項
目

内
容

四
障

害
児

支
援

の
提

供
体

制
の

確
保

に
関

す
る

基
本

的
考

え
方

（
三

）
強

度
行

動
障

害
や

高
次

脳
機

能
障

害
を
有

す
る
障

害
児

に
対

す
る
支

援
体

制
の

充
実

強
度

行
動

障
害

や
高

次
脳

機
能

障
害

を
有

す
る
障

害
児

に
対

し
て
、
障

害
児

通
所

支
援

等
に
お
い
て
適

切
な
支

援
が

で
き
る
よ
う
、

人
材

育
成

等
を
通

じ
て
支

援
体

制
の

整
備

を
図

る
必

要
が

あ
る
。

（
四

）
虐

待
を
受

け
た
障

害
児

等
に
対

す
る
支

援
体

制
の

整
備

虐
待

を
受

け
た
障

害
児

等
に
対

し
て
は

、
障

害
児

入
所

施
設

に
お
い
て
小

規
模

な
グ
ル

ー
プ
に
よ
る
支

援
や

心
理

的
ケ
ア
を
提

供
す

る
こ
と
に
よ
り
、
障

害
児

の
状

況
等

に
応

じ
た
き
め
細

や
か

な
支

援
を
行

う
よ
う
努

め
る
こ
と
が

必
要

で
あ
る
。

５
障

害
児

相
談

支
援

の
提

供
体

制
の

確
保

障
害

児
相

談
支

援
は

、
障

害
の

疑
い
が

あ
る
段

階
か

ら
障

害
児

本
人

や
家

族
に
対

す
る
継

続
的

な
相

談
支

援
を
行

う
と
と
も
に
、
支

援
を
行

う
に
当
た
っ
て
関

係
機

関
を
つ
な
ぐ
中

心
と
な
る
重

要
な
役

割
を
担

っ
て
い
る
。
こ
の

た
め
、
障

害
者

に
対

す
る
相

談
支

援
と
同

様
に
、
障

害
児

相
談

支
援

に
つ
い
て
も
質

の
確

保
及

び
そ
の

向
上

を
図

り
な
が

ら
、
支

援
の

提
供

体
制

の
構

築
を
図

る
必

要
が

あ
る
。

第
二

障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
障
害
児
通
所
支
援
等
の
提
供
体
制
の
確
保
に
係
る
目
標

項
目

成
果

目
標

五
障

害
児

支
援

の
提

供
体

制
の

整
備

等

○
児

童
発

達
支

援
セ
ン
タ
ー
を
中

核
と
し
た
重

層
的

な
地

域
支

援
体

制
の

構
築

を
目

指
す
た
め
、
平

成
３
２
年

度
末

ま
で
に
、
児

童
発

達
支

援
セ
ン

タ
ー
を
各

市
町

村
に
少

な
く
と
も
１
カ
所

以
上

設
置

す
る
こ
と
を
基

本
と
す
る
。
な
お
、
市

町
村

単
独

で
の

設
置

が
困

難
な
場

合
に
は

、
圏

域
で
の

設
置

で
あ
っ
て
も
差

し
支

え
な
い
。

○
障

害
児

の
地

域
社

会
へ

の
参

加
・
包

容
（
イ
ン
ク
ル

ー
ジ
ョ
ン
）
を
推

進
す
る
た
め
、
各

市
町

村
又

は
各

圏
域

に
設

置
さ
れ

た
児

童
発

達
支

援
セ
ン

タ
ー
が

保
育

所
等

訪
問

支
援

を
実

施
す
る
な
ど
に
よ
り
、
平

成
３
２
年

度
末

ま
で
に
、
全

て
の

市
町

村
に
お
い
て
、
保

育
所

等
訪

問
支

援
を
利

用
で
き

る
体

制
を
構

築
す
る
こ
と
を
基

本
と
す
る
。

○
重

症
心

身
障

害
児

が
身

近
な
地

域
で
支

援
を
受

け
ら
れ

る
よ
う
に
、
平

成
３
２
年

度
末

ま
で
に
、
主

に
重

症
心

身
障

害
児

を
支

援
す
る
児

童
発

達
支

援
事

業
所

及
び
放

課
後

等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
事

業
所

を
各

市
町

村
に
少

な
く
と
も
１
カ
所

以
上

確
保

す
る
こ
と
を
基

本
と
す
る
。
な
お
、
市

町
村

単
独

で
の

確
保

が
困

難
な
場

合
に
は

、
圏

域
で
の

確
保

で
あ
っ
て
も
差

し
支

え
な
い
。

○
医

療
的

ケ
ア
児

が
適

切
な
支

援
を
受

け
ら
れ

る
よ
う
に
、
平

成
３
０
年

度
末

ま
で
に
、
各

都
道

府
県

、
各

圏
域

及
び
各

市
町

村
に
お
い
て
、
保

健
、
医

療
、
障

害
福

祉
、
保

育
、
教

育
等

の
関

係
機

関
等

が
連

携
を
図

る
た
め
の

協
議

の
場

を
設

け
る
こ
と
を
基

本
と
す
る
。
な
お
、
市

町
村

単
独

で
の

設
置

が
困

難
な
場

合
に
は

、
都

道
府

県
が

関
与

し
た
上

で
の

、
圏

域
で
の

設
置

で
あ
っ
て
も
差

し
支

え
な
い
。
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サ
ー
ビ
ス
の

種
類

現
に
利

用
し
て

い
る
障

害
児

の
数

障
害

児
等

の
ニ
ー
ズ

医
療

的
ケ
ア
を
必

要
と

す
る
障

害
児

の
ニ
ー
ズ

平
均

的
な
一

人
当

た
り
利

用
日

数

地
域

に
お
け
る

児
童

数
の

推
移

保
育

所
や
認
定
こ
ど

も
園

、
幼

稚
園
、
放

課
後

児
童
ク
ラ
ブ
等

で
の

障
害

児
の
受
入

状
況

入
所

施
設
か
ら
退
所

後
に
利

用
が
見
込
ま

れ
る
障

害
児
の
数

児
童

発
達

支
援

の
利

用
児

童
数

、
利

用
日

数
○

○
○

○
○

○
○

医
療

型
児

童
発

達
支

援
の

利
用

児
童

数
、
利

用
日

数
○

○
○

○
○

○
○

放
課

後
等

デ
イ
サ

ー
ビ
ス
の

利
用

児
童

数
、
利

用
日

数
○

○
○

○
○

○
○

保
育

所
等

訪
問

支
援

の
利

用
児

童
数

、
利

用
日

数
○

○
○

○
○

○

居
宅

訪
問

型
児

童
発

達
支

援
の

利
用

児
童

数
、
利

用
日

数
○

○
○

○

障
害

児
相

談
支

援
の

利
用

児
童

数
○

○
○

○

福
祉

型
障

害
児

入
所

施
設

の
利

用
児

童
数

○
○

○
○

医
療

型
障

害
児

入
所

施
設

の
利

用
児

童
数

○
○

○
○

事
項

医
療

的
ケ
ア
児

に
対

す
る
関

連
分

野
の

支
援

を
調

整
す
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の

配
置

人
数

活
動

指
標

項
目

内
容

一
計

画
の

作
成

に
関

す
る
基

本
的

事
項

４
障

害
児

の
子

ど
も
・
子

育
て
支

援
等

の
利

用
ニ
ー
ズ
の

把
握

及
び
そ
の

提
供

体
制

の
整

備

都
道

府
県

及
び
市

町
村

は
、
障

害
児

の
子

ど
も
・
子

育
て
支

援
等

の
利

用
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
、
障

害
児

通
所

支
援

等
を
利

用
す
る
障

害
児

の
保

護
者

に
調

査
を
行

う
等

に
よ
り
把

握
し
、
都

道
府

県
及

び
市

町
村

に
お
い
て
利

用
ニ
ー
ズ
を
満

た
せ

る
定

量
的

な
目

標
を
示

し
た
上

で
、
子

ど
も
・

子
育

て
支

援
等

の
利

用
を
希

望
す
る
障

害
児

が
希

望
に
沿

っ
た
利

用
が

で
き
る
よ
う
、
保

育
所

や
認

定
こ
ど
も
園

、
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

（
放

課
後

児
童

ク
ラ
ブ
）
等

に
お
け
る
障

害
児

の
受

入
れ

の
体

制
整

備
を
行

う
も
の

と
す
る
。

第
三

計
画

の
作

成
に
関
す
る
事
項
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                        雇児総発 0331 第７号 

                        障障発 0331 第９号 

                        府 子 本 3 6 1 

平成 29 年３月 31 日 
 

 
      障害保健福祉主管部（局）長 
各都道府県                 殿 
        児童福祉主管部（局）長 
 
 
 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長 
                 （公印省略） 

 
                厚生労働省社会・援護局 
                     障害保健福祉部障害福祉課長 
                                               （公印省略） 
 
                内閣府子ども・子育て本部 
                  参事官（子ども・子育て支援担当） 

                                              （公印省略） 
 
 

障害児福祉計画に係る障害児の子ども・子育て支援等の 
利用ニーズの把握及びその提供体制の整備について 

 
 
 障害児支援に係る提供体制の計画的な構築を推進するため、「障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正す

る法律」（平成 28 年法律第 65 号）により、都道府県及び市町村において障害児

福祉計画を策定することとなったところである。 

 このため、平成 30 年度からの第１期障害児福祉計画の実施に向け、厚生労働

省において、「障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域

生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円

滑な実施を確保するための基本的な指針」（平成 18年厚生労働省告示第 395号）
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を改正し、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保する

ための基本的な指針」（以下「基本指針」という。）として、平成 29 年３月 31

日に告示したところである。 

 この基本指針においては、障害児の健やかな育成のための発達支援を図るた

め、障害児支援の提供体制の整備等の成果目標や活動指標を盛り込んでいると

ころである。さらに、障害の有無にかかわらず児童が共に成長できるよう、地

域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進するため、障害児福祉計画

の作成に関する基本的事項として、障害児の子ども・子育て支援等の利用ニー

ズの把握及びその提供体制の整備について盛り込んだところである。都道府県

及び市町村におかれては、下記の内容を踏まえ、障害児の子ども・子育て支援

等の利用ニーズを把握するとともに、その提供体制の整備に努められたい。 

 また、障害児福祉計画は、市町村子ども・子育て支援事業計画及び都道府県

子ども・子育て支援事業計画と調和が保たれたものにする必要があるとともに、

障害児支援の体制整備に当たっては、子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第

65 号）等に基づく子育て支援施策との緊密な連携を図る必要がある。 

ついては、貴都道府県・市町村において障害児福祉計画を作成する際には、

障害保健福祉担当部（局）と児童福祉担当部（局）が連携を図り、障害児支援

の体制づくりに積極的に取り組んでいただくようお願いする。 

 なお、各都道府県におかれては、貴管内の市町村（指定都市及び中核市を含

む。）に周知を図るようお願いする。 

 本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定

に基づく技術的な助言であることを申し添える。 

 
記 

 
１．基本指針における「障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握及

びその提供体制の整備」の内容 
 
  第三 障害福祉計画等の作成に関する事項 
   一 障害福祉計画等の作成に関する基本的事項 
    ４ 障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握及びその提供

体制の整備 
      都道府県及び市町村は、障害児の子ども・子育て支援等の利用  

ニーズについて、障害児通所支援等を利用する障害児の保護者に調

査を行う等により把握し、都道府県及び市町村において利用ニーズ

を満たせる定量的な目標を示した上で、子ども・子育て支援等の利
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用を希望する障害児が希望に沿った利用ができるよう、保育所や認

定こども園、放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）等にお

ける障害児の受入れの体制整備を行うものとする。 
 
２．障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握 
   障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズを見込む際には、地域にお

ける児童の数の推移、現に子ども・子育て支援等を利用している障害児の

数、現に子ども・子育て支援等を利用していない障害児やその保護者のニ

ーズ、医療的ケアを必要とする障害児の数及びニーズ、障害児通所施設等

の利用状況（保育所等と障害児通所施設との併行利用している場合を含む。）

等の把握に努めることが必要である。 
   このため、障害児通所支援等を利用する障害児の保護者等へのアンケー

ト調査やヒアリング調査又は障害児福祉計画の策定に当たっての実態調査

やアンケート調査等によるニーズ調査等を行うことが適当である。 
なお、ニーズ調査等については、郵送によるアンケート、障害種別や年

齢別に対象者を選択してのアンケート又はヒアリング、障害児支援団体か

らのヒアリング等様々な方法が考えられるが、地域の実情等を勘案しつつ、

適切な方法により実施されたい。 
 
３．利用ニーズを踏まえた提供体制の整備 
   都道府県及び市町村は、上記２で把握した子ども・子育て支援等の利用

ニーズを踏まえ、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業などの

子ども・子育て支援等の地域資源の種別ごとに、利用ニーズを満たせる定

量的な目標を障害児福祉計画において設定するものとする（別添の定量的

な目標の設定（例）を参照）。 
   また、この定量的な目標を踏まえ、子ども・子育て支援等における障害

児の受け入れの体制整備を行うとともに、設定した目標の達成状況等の分

析および評価を行うことが望ましい。 
 
４．子ども・子育て支援事業計画との連携 
   都道府県及び市町村は、子ども・子育て支援事業計画の見直しを行う場

合には、障害児福祉計画の目標等を反映し、障害児福祉計画と子ども・子

育て支援事業計画が調和のとれたものとなるよう配慮されたい。 
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【定量的な目標の設定（例）】 
  
 

種 別 
利用ニーズ 
を踏まえた

必要な見込

み量（人） 

定量的な目標（見込み）（人） 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

保育所     
認定こども園     
放課後児童健全育成

事業 
    

（       ）     
（       ）     
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事  務  連  絡 

平成 29 年３月 31 日 

 
 

      障害保健福祉主管部（局） 
各都道府県              御中 
        児童福祉主管部（局） 
 
 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課 
 

                厚生労働省社会・援護局        
                       障害保健福祉部障害福祉課 

 
                 内 閣 府 子 ど も ・ 子 育 て 本 部 

 
 
障害児支援における子ども・子育て支援新制度と障害福祉施策の連携について 
 
 
 「障害児福祉計画に係る障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握

及びその提供体制の整備について」（平成 29 年３月 31 日付け雇児総発 0331 第

７号、障障発 0331 第９号、府子本３６１）において、都道府県・市町村におい

て障害児福祉計画を作成する際には、障害保健福祉担当部（局）と児童福祉担

当部（局）が連携を図り、障害児支援の体制づくりに積極的に取り組んでいた

だくよう御依頼している。 

 今般、子ども・子育て支援新制度、障害福祉制度において実施されている障

害児支援に資する施策を一覧化した参考資料（別添）を作成したため、各都道

府県・市町村において、障害保健福祉担当部（局）と児童福祉担当部（局）が

連携し、障害児支援の体制づくりを行う際に御参照されたい。 

 なお、各都道府県におかれては、貴管内の市町村（指定都市及び中核市を含

む。）に周知を図るようお願いする。 
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障
害
児
支
援
の
体
系
～
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
と
障
害
福
祉
施
策
の
連
携
～

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度

障
害
福
祉
施
策
（
厚
労
省
）

障
害
児
の

保
育
所
等
の

受
入
促
進

「気
づ
き
」の

段
階
か
ら
の
支
援

相
互
の
計
画
の

整
合
性
・調
和

○
障
害
児
福
祉
計
画
（平
成
3
0
年
度
～
）

障
害
児
の
子
ど
も
・子
育
て
支
援
等
の
利
用
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
そ
の

ニ
ー
ズ
を
満
た
せ
る
定
量
的
な
目
標
を
設
定
。

こ
の
定
量
的
な
目
標
を
踏
ま
え
、
子
ど
も
・子
育
て
支
援
等
に
お
け
る
受

け
入
れ
の
体
制
整
備
を
行
う
。

○
利
用
手
続
に
お
け
る
障
害
児
へ
の
配
慮

障
害
児
保
育
を
実
施
し
て
い
る
保
育
所
に
つ
い
て
の
枠
を
優
先
的
に

割
り
当
て
る
。

○
療
養
支
援
加
算

【認
定
こ
ど
も
園
・幼
稚
園
・保
育
所
】

主
任
保
育
士
専
任
加
算
の
対
象
施
設
に
お
い
て
、
主
任
保
育
士
を
補

助
す
る
者
を
配
置
し
、
子
ど
も
の
療
育
支
援
に
取
り
組
む
場
合
に
加
算

○
障
害
児
保
育
加
算

【
地
域
型
保
育
事
業
】

公
定
価
格
に
お
い
て
、
障
害
児
数
に
応
じ
た
職
員
加
配
（２
：１
配
置
）

の
加
算

○
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
職
員
加
配
加
算

従
来
の
加
配
職
員
１
名
に
加
え
、
３
名
以
上
の
障
害
児
を
受
け
入
れ

た
場
合
に
、
更
に
１
名
加
配
加
算

○
そ
の
他

居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
（１
：１
配
置
）に
つ
い
て
、
一
定
程
度
の
障
害

を
有
す
る
乳
幼
児
を
利
用
対
象
と
す
る
と
と
も
に
、
一
時
預
か
り
事
業
、

延
長
保
育
事
業
に
お
い
て
、
障
害
児
等
の
利
用
を
想
定
し
た
「訪
問
型
」

を
実
施

○
利
用
者
支
援
事
業
・地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

子
育
て
等
に
関
す
る
相
談
・援
助
を
通
じ
て
、
個
別
の
子
育
て
家
庭
の

ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
適
切
な
施
設
・事
業
等
を
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う

支
援
す
る
と
と
も
に
、
地
域
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
、
連
携
・協
働

の
体
制
を
構
築

○
障
害
児
等
療
育
支
援
事
業
・巡
回
支
援
専
門
員
整
備

障
害
児
支
援
の
専
門
家
が
自
宅
又
は
保
育
所
等
の
子
ど
も
や
親
が
集

ま
る
場
所
を
巡
回
し
、
障
害
の
早
期
発
見
・早
期
対
応
の
た
め
の
助
言
等

を
実
施

○
保
育
所
等
訪
問
支
援

保
育
所
等
を
現
在
利
用
中
の
障
害
児
、
又
は
利
用
予
定
の
障
害
児
が
、

保
育
所
等
に
お
け
る
集
団
生
活
の
適
応
の
た
め
の
専
門
的
な
支
援
を
必
要

と
す
る
場
合
に
、
訪
問
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
保
育
所
等
の
安
定
し

た
利
用
を
促
進
す
る
。

○
保
育
所
等
と
の
連
携
強
化
の
た
め
の
障
害
報
酬
加
算

児
童
発
達
支
援
事
業
所
等
が
保
育
所
等
と
連
携
し
て
、
個
別
支
援
計
画

の
作
成
等
を
行
っ
た
場
合
に
加
算
（関
係
機
関
連
携
加
算
）

○
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画

障
害
児
等
が
円
滑
に
教
育
・保
育
を
利
用
で
き
る
よ
う
、
あ
ら
か
じ
め
、

障
害
児
等
の
人
数
等
の
状
況
、
施
設
・
事
業
の
受
入
れ
に
つ
い
て
把
握
、

必
要
な
調
整
を
行
っ
た
上
で
、
教
育
・保
育
の
提
供
体
制
に
つ
い
て
記
載
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障
害
児
相
談
支
援
と
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
「
利
用
者
支
援
事
業
」
の
連
携

の
推
進
（
イ
メ
ー
ジ
）

障
害
児
支
援
の

利
用
援
助

等

障
害
児
相
談
支
援
事
業
者

専 門 的 な 発 達 支 援

が 必 要 な 場 合

障
害
児
通
所
支
援
等
に
よ

る
専
門
的
支
援

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度

障
害
児
支
援

＊
障
害
児
相
談
支
援
事
業
者
等
が

市
町
村
か
ら
利
用
者
支
援
事
業

の
委
託
等
を
受
け
る
こ
と
も
可
能

家
庭
児
童
相
談

地
域
の
保
健
師

フ
ァ
ミ
サ
ポ

等

指
定

後
方
支
援
（
※
１
）

個
別
ニ
ー
ズ
の
把
握

情
報
集
約
・
提
供

相
談

利
用
者
支
援
事
業
者

子
ど
も
を
預
け
た
い

子
ど
も
の
こ
と
で
気

に
か
か
る
こ
と
が
あ

る
等

子
育
て
中
の

親
子
な
ど

委
託
等

保
育
所
等

市
町
村

支
援
（
※
２
）

※
１
：
保
育
所
等
訪
問
支
援
、
児
童
発
達
支
援
事
業
所
等
が
保
育
所
等
と
連
携
し
て
作
成
す
る
個
別
支
援
計
画
、
障
害
児
等
療
育
支
援
事
業
、
巡
回
支
援
専
門
員
整
備
の
活
用
。

※
２
：
障
害
児
等
療
育
支
援
事
業
（
自
宅
訪
問
に
よ
る
療
育
指
導
）
の
活
用
。
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医
療
的
ケ
ア
児
支
援
促
進
モ
デ
ル
事
業

○
医

療
技

術
の

進
歩

等
を

背
景

に
、

医
療

的
ケ

ア
を

必
要

と
す

る
障

害
児

（
重

症
心

身
障

害
児

含
む

。
以

下
「

医
療

的
ケ

ア
児

」
と

い
う

。
）

は
増

加
傾

向
に

あ
る

が
、

日
中

一
時

支
援

及
び

障
害

児
通

所
支

援
事

業
所

等
（

以
下

「
事

業
所

等
」

と
い

う
。

）
で

医
療

的
ケ

ア
が

で
き

る
環

境
整

備
が

さ
れ

て
い

な
い

こ
と

や
事

業
所

等
に

配
置

さ
れ

て
い

る
看

護
師

等
の

人
材

が
医

療
的

ケ
ア

児
に

対
応

で
き

な
い

場
合

が
多

い
こ

と
等

に
よ

り
、

医
療

的
ケ

ア
児

の
受

入
れ

場
所

が
少

な
い

状
況

に
あ

る
。

こ
の

た
め

、
事

業
所

等
に

お
い

て
医

療
的

ケ
ア

児
の

受
け

入
れ

を
促

進
し

、
必

要
な

支
援

の
提

供
が

可
能

と
な

る
体

制
を

整
備

し
、

医
療

的
ケ

ア
児

の
生

活
の

向
上

を
図

る
。

目
的

（
１

）
併

行
通

園
の

促
進

（
拡

充
）

障
害

児
通

所
支

援
事

業
所

に
通

所
す

る
医

療
的

ケ
ア

児
に

つ
い

て
、

保
育

所
や

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

と
の

併
行

通
園

を
提

案
し

、
受

入
の

た
め

の
調

整
や

事
前

準
備

及
び

受
入

の
際

の
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
を

行
い

、
そ

の
実

施
方

法
に

つ
い

て
検

証
し

、
手

順
書

の
作

成
を

行
う

。
（

２
）

人
材

育
成

医
療

的
ケ

ア
児

等
支

援
者

養
成

研
修

の
実

施
や

喀
痰

吸
引

等
研

修
に

お
け

る
障

害
児

通
所

支
援

事
業

所
職

員
等

の
受

講
促

進
な

ど
に

よ
り

、
医

療
的

ケ
ア

児
の

支
援

経
験

が
な

い
障

害
児

通
所

支
援

事
業

所
等

の
職

員
の

医
療

的
ケ

ア
の

知
識

・
技

能
習

得
を

図
る

。
（

３
）

体
制

整
備

の
促

進
地

域
の

子
ど

も
・

子
育

て
会

議
や

自
立

支
援

協
議

会
等

に
お

い
て

、
緊

急
時

の
対

応
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
作

成
、

責
任

の
所

在
の

明
確

化
等

の
医

療
的

ケ
ア

児
の

日
中

活
動

の
支

援
体

制
に

つ
い

て
検

討
を

行
う

。

事
業

内
容

（
１

）
併

行
通

園
の

促
進

の
例

併
行

通
園

障
害

児
通

所
支

援
事

業
所

保
育

所
等

障
害

児
通

所
支

援
事

業
所

に
通

い
つ
つ
、
保

育
所

等
の

通
園

を
目

指
す

馴
染

み
の

あ
る
事

業
所

職
員

等
が

同
行

し
、
保

育
所

等
で
の

受
入

を
バ

ッ
ク
ア
ッ
プ

同
行

平
成
３
０
年
度
予
算
案

：
１
８
，
８
９
４
千
円
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発
達

障
害

児
支

援
施

策
の

推
進

に
つ
い
て

（
１
）
平

成
30

年
度

予
算

案
に
つ
い
て

平
成

28
年
度
の
発
達
障
害
者
支
援
法
の
改
正
や
平
成

29
年
１
月
の
総
務
省
か
ら
の
「
発
達
障
害
者
支
援
に

関
す
る
行
政
評
価
・
監
視
結
果
に
基
づ
く
勧
告
」
を
踏
ま
え
、
平
成

30
年
度
予
算
案
に
お
い
て
新
た
に
以
下
の
事

項
に
つ
い
て
予
算
措
置
を
講
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
各
自
治
体
に
お
い
て
も
当
該
予
算
を
活
用
し
積
極
的
な
取
組

を
お
願
い
し
た
い
。

①
「
発
達
障
害
児
者
及
び
家
族
等
支
援
事
業
」

発
達
障
害
の
当
事
者
や
そ
の
家
族
へ
の
支
援
に
つ
い
て
は
、
従
来
「
発
達
障
害
者
支
援
体
制
整
備
事
業
」
の

中
で
実
施
し
て
い
た
が

、
発
達
障
害
者
支
援
法
第

13
条
に
基
づ
き
家
族
同
士
の
支
援
等
を
よ
り
推
進
す
る
観

点
か
ら
「
発
達
障
害
児
者
及
び
家
族
等
支
援
事
業
」
を
地
域
生
活
支
援
促
進
事
業
の
中
に
創
設
し
た
。
事
業
内

容
は
、
従
来
か
ら
実
施
し
て
い
た
も
の
を
更
に
充
実
し
、
１
．
ペ
ア
レ
ン
ト
メ
ン
タ
ー
養
成
等
事
業
、
２
．
家
族
の
ス

キ
ル
向
上
支
援
事
業
、
３
．
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
推
進
事
業
、
４
．
そ
の
他
の
本
人
・
家
族
支
援
事
業
に
区
分
し
、
１
か

ら
４
の
う
ち
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
こ
と
も
複
数
選
択
す
る
こ
と
も
可
能
と
す
る
。
（
関
連
資
料
１
）
発
達
障
害
の

当
事
者
や
、
そ
の
最
も
身
近
な
支
援
者
で
あ
る
家
族
へ
支
援
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
発
達
障
害
児
者
の
生

活
の
室
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
家
族
等
へ
の
支
援
は
、
直
接
支
援
で
あ
る
こ
と
か
ら
広
域
で
あ
る
都
道
府
県
よ
り
も
身
近
な
地
域
で

実
施
す
る
こ
と
で
地
域
の
発
達
障
害
の
関
係
機
関
等
と
の
連
携
も
円
滑
に
な
る
こ
と
か
ら
、
対
象
自
治
体
を
市

町
村
に
拡
充
し
た
。

た
だ
し
、
全
て
の
市
町
村
で
す
ぐ
に
当
該
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
引
き
続
き
都
道
府
県
に

お
い
て
は
、
支
援
が
届
い
て
い
な
い
地
域
へ
の
支
援
を
お
願
い
し
た
い
。
（
関
連
資
料
１
）
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（
参
考
）
発
達
障
害
者
支
援
法
第

13
条

都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
発
達
障
害
者
の
家
族
そ
の
他
の
関
係
者
が
適
切
な
対
応
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
等
の
た
め
、
児
童

相
談
所
等
関
係
機
関
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
発

達
障
害
者
の
家
族
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
相
談
、
情
報
提
供
及
び
助
言
、
発
達
障
害
者
の
家

族
が
互
い
に
支
え
合
う
た
め
の

活
動
そ
の
他
の
支
援
を
適
切
に
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
「
発
達
障
害
専
門
医
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
事
業
」

総
務
省
の
調
査
に
よ
る
と
、
発
達
障
害
の
診
断
に
係
る
初
診
待
機
が
地
域
に
よ
っ
て
は
６
ヶ
月
以
上
と
い
う
こ
と

も
あ
り
、
こ
の
待
機
を
解
消
す
る
た
め
、
地
域
生
活
支
援
促
進
事
業
の
中
に
「
発
達
障
害
専
門
医
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

構
築
事
業
」
を
創
設
し
た
。

事
業
内
容
は
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
に
お
い
て
発
達
障
害
に
つ
い
て
高
度
な
専
門
性
を
有
す
る
医
療
機
関

を
拠
点
医
療
機
関
に
指
定
し
次
の
１
か
ら
４
に
つ
い
て
全
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
１
．
人
材
育
成
・
実
地
研

修
、
２
．
情
報
収
集
・
提
供
、
３
．
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
・
運
営
、
４
．
発
達
障
害
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
配
置
。

な
お
、
拠
点
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
、
基
準
額
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば
県
内
に
複
数
カ
所
設
け
る
こ
と
も
可
能
と

す
る
。

（
関
連
資
料
２
）
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（
２
）
「
世

界
自

閉
症

啓
発

デ
ー
」
に
つ
い
て

毎
年
４
月
２
日
は
、
平
成
１
９
年
１
２
月
に
国
連
が
制
定
し
た
「
世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
」
で
あ
る
。
厚
生
労
働

省
に
お
い
て
は
、
こ
の
日
を
自
閉
症
を
は
じ
め
と
す
る
発
達
障
害
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
浸
透
を
図
る
機
会
と

し
て
捉
え
、
関
係
団
体
等
と
連
携
し
て
、
広
く
一
般
国
民
へ
の
普
及
啓
発
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
先
立
ち
、
世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー

20
18

・
日
本
実
行
委
員
会
に
お
い
て
、
「
セ
サ
ミ
ス
ト
リ
ー
ト
」
の
自

閉
症
の
特
性
が
あ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
「
ジ
ュ
リ
ア
」
と
そ
の
友
達
の
「
エ
ル
モ
」
、
「
ク
ッ
キ
ー
モ
ン
ス
タ
ー
」
を

起
用
し
た
啓
発
ポ
ス
タ
ー
、
チ
ラ
シ
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
、
２
月
中
旬
か
ら
各
自
治
体
へ
の
配
布
及
び
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
を
行
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
活
用
す
る
な
ど
、
各
自
治
体
に
お
か
れ
て
も
、
関
係
機
関
や
関
係
団
体
等
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、

広
く
一
般
の
方
へ
の
関
心
を
高
め
、
地
域
住
民
へ
の
発
達
障
害
の
理
解
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
な
啓
発
イ
ベ
ン
ト
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
等
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
創
意
工
夫
に
よ
る
普
及
啓
発
を
積
極
的
に
実

施
さ
れ
た
い
。

な
お
、
平
成

30
年
の
取
組
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
予
定
し
て
い
る
。

○
東
京
タ
ワ
ー
・
ラ
イ
ト
・
イ
ッ
ト
・
ア
ッ
プ
・
ブ
ル
ー
（
平
成

30
年
４
月
２
日
（
月
）
）

○
世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
２
０
１
８
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

テ
ー
マ
は
「
知
り
た
い
、
知
ら
せ
た
い
、
発
達
障
害
の
こ
と
～
こ
ど
も
、
若
者
、
ス
ポ
ー
ツ
、
ア
ー
ト
の
視
点

か
ら
～
」
（
平
成

30
年
４
月
７
日
（
土
）
東
京
都
千
代
田
区
灘
尾
ホ
ー
ル
で
開
催
）

ま
た
、
民
間
団
体
に
お
い
て
も
、
例

年
、
各
自
治
体
の
協
力
を
い
た
だ
き
全
国
各
地
の
シ
ン
ボ
ル
タ
ワ
ー
等
で

ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
取
組
に
対
し
後
援
を
行
っ

て
い
る
。
未
実
施
の
自
治
体
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
検
討
を
お
願
い
し
た
い
。
（
関
連
資
料
３
）

（
参
考
）
世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
・
日
本
実
行
委
員
会
（
公
式
サ
イ
ト
）

（
ht

tp
://

w
w

w.
w

or
ld

au
tis

m
aw

ar
en

es
sd

ay
.jp

/）
世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
の
制
定
の
経
緯
や
地
域
に
お
け
る
取
組
等
に
関
す
る
情
報
を
提
供
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（
３
）
発

達
障

害
に
対

す
る
診

療
の

評
価

に
つ
い
て
（
診

療
報

酬
改

定
）

平
成

30
年
度
診
療
報
酬
改
定
に
お
い
て
、
発
達

障
害
等
、
児
童
思
春
期
の
精
神
疾
患
の
診
療
機
会
を
確

保
す
る
観
点
か
ら
小
児
特
定
疾
患
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
要
件
を
緩
和
す
る
と
と
も
に
、
専
門
治
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
普

及
や
適
切
な
医
学
管
理
の
推
進
の
観
点
か
ら
、
評
価
を
新
設
す
る
等
の
見
直
し
が
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
具

体
的
な
内
容
は
次
の
と
お
り
。

○
小
児
特
定
疾
患
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
料

小
児
特
定
疾
患
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
料
に
つ
い
て
、
心
療
内
科
の
医
療
機
関
が
算
定
で
き
る
よ
う
従
来
の
小
児

科
に
診
療
内
科
を
加
え
る
見
直
し
を
行
う
と
と
も
に
、
対
象
患
者
の
範
囲
従
来
の

15
歳
未
満
か
ら

18
歳
未
満
の

患
者
に
拡
大
す
る
。

○
精
神
科
シ
ョ
ー
ト
・
ケ
ア

少
人
数
で
行
わ
れ
る
精
神
科
シ
ョ
ー
ト
・
ケ
ア
に
つ
い
て
、
青
年
期
の
自
閉
症
ス
ペ
ク
ト
ラ

ム
患
者
等
、
一
定
の
状
態
に
あ
る
患
者
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
、
一
定
期
間
、
計
画
的
に
提
供
さ

れ
る
発
達
障
害
の
専
門
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
係
る
加
算
を
新
設
す
る
。
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（
４
）
家

庭
と
教

育
と
福

祉
の

連
携

ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て

発
達
障
害
を
は
じ
め
障
害
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
へ
の
支
援
に
当
た
っ
て
、
行
政
分
野
を
超
え
た
連
携
が
不
可

欠
で
あ
り
、
特
に
教
育
と
福
祉
の
連
携
に
つ
い
て
は
、
学
校
と
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
の
相
互
理
解
の

促
進
や
保
護
者
も
含
め
た
情
報
共
有
が
重
要
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
平
成

29
年

12
月
か
ら
文
部
科
学
省
丹
羽
副
大
臣
、
厚
生
労
働
省
高
木
副
大
臣
を
筆
頭

に
「
家
庭
と
教
育
と
福
祉
の
連
携
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
～
障
害
の
あ
る
子
と
家
族
を
も
っ
と
元
気
に
～
」

を
設
立
し
、
教
育
と
福
祉
が
連
携
し
、
障
害
の
あ
る
子
と
そ
の
家
族
の
た
め
に
支
援
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
議
論

を
重
ね
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

３
月
中
に
は
、
連
携
施
策
に
つ
い
て
地
方
自
治
体
が
実
施
す
べ
き
こ
と
等
に
つ
い
て
提
言
を
と
り
ま
と
め
る
予
定

で
あ
る
の
で
、
予

め
ご
承
知
お
き
願
い
た
い
。
（
関
連
資
料
４
）

（
参
考
）
家
庭
と
教
育
と
福
祉
の
連
携
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｈ
Ｐ

（
ht

tp
://

w
w

w.
m

hl
w.

go
.jp

/s
tf/

se
is

ak
un

its
ui

te
/b

un
ya

/0
00

01
91

19
2.

ht
m

l）
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発
達

障
害

児
者

及
び

家
族

等
支

援
事

業
の

創
設

平
成

2
8
年

８
月

に
施

行
さ

れ
た

改
正

さ
れ

た
発

達
障

害
者

支
援

法
に

お
い

て
、

都
道

府
県

及
び

市
町

村
は

、
発

達
障

害
者

の
家

族
が

互
い

に
支

え
合

う
た

め
の

活
動

の
支

援
を

行
う

こ
と

を
努

め
る

よ
う

明
記

さ
れ

た
。

家
族

へ
の

支
援

に
つ

い
て

は
、

現
在

、
ペ

ア
レ

ン
ト

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

実
施

や
ペ

ア
レ

ン
ト

メ
ン

タ
ー

の
養

成
等

に
つ

い
て

補
助

し
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、

新
た

に
家

族
支

援
の

た
め

の
メ

ニ
ュ

ー
を

創
設

し
、

身
近

な
支

援
を

実
施

す
る

た
め

対
象

自
治

体
を

市
区

町
村

ま
で

拡
大

す
る

。

＜
事

業
イ

メ
ー

ジ
＞

①
地
域
支
援
体
制
サ
ポ
ー
ト

・
市
町
村
支
援

・
事
業
所
等
支
援

・
医
療
機
関
と
の
連
携

平
成

29
年
度
ま
で

（
地
域
生
活
支
援
事
業
費
等
補
助
金
）

②
家
族
支
援
体
制
整
備

・
ペ
ア
レ
ン
ト
メ
ン
タ
ー
の
養
成
に
必
要

な
研
修
等

・
ペ
ア
レ
ン
ト
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
実
施

・
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の

実
施

等

発
達
障
害
者
支
援
体
制
整
備
事
業

①
ペ
ア
レ
ン
ト
メ
ン
タ
ー
養
成
等
事
業

②
家
族
の
ス
キ
ル
向
上
支
援
事
業

③
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
推
進
事
業

④
そ
の
他
本
人
・
家
族
支
援
事
業

発
達
障
害
児
者
及
び
家
族
支
援

体
制
整
備
事
業

平
成

30
年
度
以
降

（
地
域
生
活
支
援
事
業
費
等
補
助
金
）

都
道
府
県
及
び
市
町
村
で
事
業
実
施

関
連
資
料
１
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発
達

障
害

児
者

及
び

家
族

等
支

援
事

業
（

新
規

）

①
ペ
ア
レ
ン
ト
メ
ン
タ
ー
養
成
等
事
業

○
ペ
ア
レ
ン
ト
メ
ン
タ
ー
に
必

要
な
研

修
の

実
施

○
ペ
ア
レ
ン
ト
メ
ン
タ
ー
の

活
動

費
の

支
援

○
ペ
ア
レ
ン
ト
メ
ン
タ
ー
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の

配
置

等

②
家
族
の
ス
キ
ル
向
上
支
援
事
業

○
保

護
者

に
対

す
る
ペ
ア
レ
ン
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
ペ
ア
レ
ン
ト
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
の

実
施

等

③
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
推
進
事
業

○
同

じ
悩

み
を
持

つ
本

人
同

士
や

発
達

障
害

児
を
持

つ
保

護
者

同
士

等
の

集
ま
る
場

の
提

供
○

集
ま
る
場

を
提

供
す
る
際

の
子

ど
も
の

一
時

預
か

り
等

④
そ
の
他
の
本
人
・
家
族
支
援
事
業

○
発

達
障

害
児

者
の

適
応

力
向

上
の

た
め
の

ソ
ー
シ
ャ
ル

ス
キ

ル
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
（
Ｓ
Ｓ
Ｔ
）
の

実
施

等
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拠
点

と
な

る
医

療
機

関
以

外
の

専
門

性
を

有
す

る
病

院
（

e
x
.子

ど
も

、
思

春
期

、
成

人
期

等
の

分
野

）

拠
点

と
な

る
医

療
機

関
以

外
の

専
門

性
を

有
す

る
病

院
（

e
x
.子

ど
も

、
思

春
期

、
成

人
期

等
の

分
野

）

発
達

障
害

専
門

医
療

機
関

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

構
築

事
業

（
新

規
）

平
成

2
9
年

１
月

に
総

務
省

か
ら

「
発

達
障

害
者

支
援

に
関

す
る

行
政

評
価

・
監

視
結

果
に

基
づ

く
勧

告
」

が
な

さ
れ

た
が

、
発

達
障

害
の

専
門

的
医

療
機

関
が

少
な

い
と

い
う

指
摘

が
あ

り
、

専
門

的
医

療
機

関
の

確
保

が
急

務
と

な
っ

て
い

る
。

こ
れ

を
踏

ま
え

、
平

成
3
0
年

度
予

算
案

に
お

い
て

発
達

障
害

の
診

療
・

支
援

が
で

き
る

医
師

の
養

成
を

行
う

た
め

の
実

地
研

修
等

を
実

施
し

、
専

門
的

医
療

機
関

の
確

保
を

図
る

。

＜
事

業
イ

メ
ー

ジ
＞

都
道

府
県

・
指

定
都

市
拠

点
と

な
る

医
療

機
関

以
外

の
専

門
性

る
病

院
（

e
x
.子

ど
も

分
野

）
実 地 研 修

（ 診 察 へ 陪 席 ）

発
達

障
害

児
者

と
そ

の
家

族

指
定

地
域

の
専

門
病

院
、

診
療

所
（

か
か

り
つ

け
医

含
む

）

※
医
療
機
関
に
よ
っ
て
は

、
か
か

り
つ
け
医

等
発

達
障

害
対
応
力
向
上
研
修
も
併

せ
て
受
講

発
達

障
害

支
援

の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

①
医

療
機

関
の

研
修

実
施

の
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
ト

②
医

療
機

関
同

士
の

研
修

会
実

施

③
当

事
者

・
家

族
に
対

し
て
適

切
な

医
療

機
関

の
紹

介

地
域

の
拠

点
と

な
る

医
療

機
関

（
高

度
な

専
門

性
）

関
連
資
料
２
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世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
（
４
月
２
日
）
、
発
達
障
害
啓
発
週
間
（
４
月
２
日
～
８
日
）

8

【
国

連
に
お
け
る
採

択
】

〇
平

成
１
９
年

１
２
月

、
国

連
総

会
に
お
い
て
カ
タ
ー
ル

国
の

提
出

し
た
議
題

「
４
月

２
日

を
世

界
自

閉
症

啓
発

デ
ー
に
定

め
る
」
決

議
を
コ
ン
セ
ン
サ

ス
（
無

投
票

）
採

択
。

決
議

事
項

・
４
月

２
日

を
「
世

界
自

閉
症

啓
発

デ
ー
」
と
し
、
２
０
０
８
年

以
降

毎
年

祝
う
こ
と
と
す
る
。

・
全

て
の

加
盟

国
や

、
国

連
そ
の

他
の

国
際

機
関

、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や

民
間

を
含

む
市

民
社

会
が

、
「
世

界
自

閉
症

啓
発

デ
ー
」
を
適

切
な
方

法
に
よ
っ
て
祝

う
こ
と
を
促

す
。

・
そ
れ

ぞ
れ

の
加

盟
国

が
、
自

閉
症

の
こ
ど
も
に
つ
い
て
、
家

庭
や

社
会

全
体

の
理

解
が

進
む
よ
う
に
意

識
啓

発
の

取
り
組

み
を
行

う
よ
う
に
促

す
。

・
事

務
総

長
に
対

し
、
こ
の

決
議

を
全

て
の

加
盟

国
及

び
国

連
機

関
に
注

意
喚

起
す
る
よ
う
要

請
す
る
。

〇
平

成
２
０
年

４
月

以
降

国
連

事
務

総
長

が
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発

出
。
併

せ
て
、
世

界
各

地
で
当

事
者

団
体

等
が

イ
ベ
ン
ト
等

を
開

催
。

関
連
資
料
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プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
名

教
育

と
福

祉
と
の
連

携
に
つ
い
て
の
副

大
臣

（
文

科
・
厚

労
）

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
名

コ
ン
セ
プ
ト

家
庭

と
教

育
と
福

祉
の

三
者

が
、
一

体
的

に
障

害
児

の
支

援
を
進

め
る
こ
と
を
「
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル

」
と
い
う
言

葉
で
端

的
に
言

い
表

し
た
も

の
。 ま
た
、
『
元

気
』
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
文

章
中

に
加

え
る
こ
と
に
よ
り
、

明
る
く
前

向
き
な
取

組
を
進

め
て
い
く
姿

勢
を
打

ち
出

す
。
こ
れ

に
よ

り
、
障

害
の

あ
る
当

事
者

の
目

線
に
立

っ
た
施

策
の

展
開

を
図

る
。

障
害
の
あ
る
子
ど
も
を
中
心
と
し
た
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル

の
イ
メ
ー
ジ

家
庭

と
教

育
と

福
祉

の
連

携
「

ト
ラ

イ
ア

ン
グ

ル
」

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

～
障
害
の
あ
る
子
と
家
族
を
も
っ
と
元
気
に
～ 障

害
の

あ
る
子

ど
も

家
庭

福
祉

教
育関

連
資
料
４
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